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報告の目的報告の目的

○能力のある女性の退職は企業にとってデメリット

しかし、出産・育児期に多くの女性が退職

→大企業と中小企業で異なる課題大企業と中小企業で異なる課題

・中小企業：育児休業取得が難しい

制度がない 前例がない＝制度がない。前例がない。

・大企業：育児休業は取得できても

就業継続は難しい

＝休業前後の両立が難しい休業前後の両立が難しい
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図図11 育児休業の規定率と女性の取得率育児休業の規定率と女性の取得率
（（ 事事 年）年）（（3030人以上の事業所人以上の事業所 19931993－－20052005年）年）
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資料：「女性雇用管理基本調査」（厚生労働省）



図図22 共働き世帯数の推移共働き世帯数の推移
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「平成20年版男女共同参画白書」（内閣府）より引用



図図33 第第11子出産前後の雇用就業率子出産前後の雇用就業率
（出産女性・コ ホ ト別）（出産女性・コ ホ ト別）（出産女性・コーホート別）（出産女性・コーホート別）
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資料：「仕事と生活調査」（JILPT 2005年）
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図図44 企業規模別企業規模別 育児休業制度の規定率育児休業制度の規定率
ーー19991999年と年と20072007年の比較年の比較ーー19991999年と年と20072007年の比較年の比較
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1999年：「平成11年度女性雇用管理基本調査」（労働省）
2007年：「有期契約労働者の育児休業等の利用状況に関する調査」（JILPT） 6



図図66 企業規模別企業規模別 妊娠・出産期の退職者と妊娠・出産期の退職者と
育児休業取得者の割合育児休業取得者の割合育児休業取得者の割合育児休業取得者の割合
（（19611961－－7575年生）年生）
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資料：「仕事と生活調査」（JILPT 2005年）



中小企業の両立支援の課題中小企業の両立支援の課題

○中小企業では個々の従業員に対する柔軟な支援が可能

だが 「制度なき運 は場当たり的 なる 能性だが、「制度なき運用」では場当たり的になる可能性。

→○労働者にとって先行き不透明

会社には制度・規定・手続き面を整備してほしい。従

業員が言えば やってはくれると思うが 言わなけれ業員が言えば、やってはくれると思うが、言わなけれ

ばそのままという風潮があり、不安が大きかった。

（ 2006年第1子出産 従業員60人 サ ビス業）（ 2006年第1子出産・従業員60人・サービス業）

→○企業にとっては労務管理の負担増加

急に女性から「育児休業を」と言われたときに、何も

予備知識がないと相手の言いなりになってしまう。予備知識がないと相手の言いなりになってしまう。

（従業員48人・貿易商社）
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大企業の両立支援の課題大企業の両立支援の課題

○法定を上回る育児休業があっても退職

第1子出産時に育児休業から復職しないで別の企業に
転職。空港勤務で早番は朝6時から、遅番は夜10時半ま
でという勤務時間が保育時間と対応していなか た 子どでという勤務時間が保育時間と対応していなかった。子ど
もが3歳まで取得できる育児休業制度があり、育児休業を
取得しにくいことはなかった しかし 結婚退職や出産退取得しにくいことはなかった。しかし、結婚退職や出産退
職は多く、子どもがいる女性は少なかった。

（ 2007年第1子出産・従業員1 200人・サービス業）（ 2007年第1子出産・従業員1,200人・サービス業）

両立支援制度があ ても 仕事と育児の両立困難に直→両立支援制度があっても、仕事と育児の両立困難に直
面する女性の実態に適っていなければ就業継続は難しい
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女性の働き方と就業継続女性の働き方と就業継続

○仕事のやりがいと両立困難○仕事 やり 両 困難

残業や出張が多い営業の仕事だったが、やりがいが
あって楽しかった。しかし 子どもができたら そういう働あって楽しかった。しかし、子どもができたら、そういう働
き方はできない。

（ 2005年第1子出産・従業員50人・人材サービス）（ 2005年第1子出産・従業員50人・人材サービス）

○女性の就業意識の多様性

女性 就業意欲向 を 的 均等を推進 たが女性の就業意欲向上を目的に均等を推進したが、

一部の女性に「これは男性と互角に張り合う人のための
取り組みでしょ」という認識をもたれてしまった。

（従業員5,221人・銀行）（従業員 , 人 銀行）
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職場のコミュニケーションと就業継続職場のコミュニケーションと就業継続

○労使コミュニケーションを通じた支援の推進

それま も法定を上 る 立支援を実施 きたがそれまでも法定を上回る両立支援を実施してきたが、
次世代法を機に、労働組合の要求で一般の女性従業
員を バ 入れた専門委員会を設置 そ 結果員をメンバーに入れた専門委員会を設置。その結果、
両立支援の取り組みを見直すことになった。

（従業員961人・不動産業）

○従業員同士のコミュニケーションによる支援○従業員同 ケ ション よる支援

仕事と子育ての両立に悩む社員の相談相手を会社
が紹介してあげられたらいい。本当はやめたくないのが紹介してあげられたらいい。本当はやめたくないの
に、悩みを口に出さずに職場を去る人はいると思う。

（1998年第1子出産・従業員2 312人・銀行）（1998年第1子出産・従業員2,312人・銀行）

11



出産・育児期の就業継続が可能となるために出産・育児期の就業継続が可能となるために

① 妊娠・出産から復職後の働き方までトータルに

サポートする両立支援制度の整備

＝・中小企業では個々の従業員への個別対応に中小企業では個々の従業員 の個別対応に

終始せず、両立支援を制度化すること

大企業では 個別制度の拡充と利用に・大企業では、個別制度の拡充と利用に

終始せず、“就業継続”を支援すること

② 就業継続意欲を高める職場づくり

＝・女性の意見・要望を踏まえた雇用管理＝ 女性の意見 要望を踏まえた雇用管理

・就業継続意欲を高め合う従業員同士の関係づくり
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